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緊急事態宣言全国拡大に伴う受入れ休止について（通知） 

 

  島根県内で新型コロナウイルス感染症の患者が発生したことに伴い、当所では令和２年

４月１１日（土）から４月２４日（金）まで、宿泊利用の受入れを休止しているところで

す。 

昨日、４月１６日、政府は緊急事態措置を実施すべき区域を全都道府県に拡大し、移動

自粛が求められました。 

つきましては、下記のとおり全ての利用の受入れを休止することといたします。 

利用者の皆様及び関係各位にはご不便をおかけしますが、ご理解を賜りますようお願い

申し上げます。 

   

記 

 

１．緊急事態措置実施期間中における主催事業の中止、及び全ての利用の受入れを休止し

ます。 

２．受入れ休止期間は、令和２年５月６日（水）までとします。ただし、新型コロナウイ

ルス感染症の状況によっては、延長することがあります。 

３．今後の利用者受け入れの再開予定等は、ホームページにてお知らせします。 

 

 

 

 

 


